
参考 固定資産（土地）の評価方法 

 

１ 宅地の評価 

  総務大臣が告示する固定資産評価基準に基づき、市町村長が評定します。 
  宅地については、地価公示価格・鑑定評価額の７割を目途とすることで評価の均衡化・適正化が図られています。 
  宅地の評価方法は、評価基準では、「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」の方法が定められていますが、いずれも標

準宅地の価格を基本として、これに比準して各筆の評価を評定するという広い意味での標準地比準方式です。 
（１）市街地宅地評価法（主として市街地的形態を形成する地域に適用）

（地価公示価格等の７割を目途）

　※指定市：総務省による調整

　※指定市以外：県による調整

　（県固定資産評価審議会）

 画地計算法の補正の適用

　※指定市：総務省による調整

　※指定市以外：県による調整

　（県固定資産評価審議会）

　⑨　各筆の評価額の算出

　⑤　標準宅地の適正な時価の評定

提示平均価額による均衡確保

基準宅地・標準宅地による均衡確保

　①　用途地区の区分

　②　状況類似地域の区分

　③　主要な街路の選定

　④　標準宅地の選定

　⑥　主要な街路の路線価の付設

　⑦　その他の街路の路線価の付設

　⑧　各筆の評点数の付設

 



 
 
 

(２） その他の宅地評価法（主として市街地的形態を形成するに至らない地域に適用）

基準宅地・標準宅地による均衡確保 　③　標準宅地の適正な時価の評定

（地価公示価格等の７割を目途）

　※指定市：総務省による調整

　※指定市以外：県による調整

　（県固定資産評価審議会）

 宅地の比準表の補正の適用

 

　※指定市：総務省による調整

　※指定市以外：県による調整

　（県固定資産評価審議会）

　①　状況類似地区の区分

　②　標準宅地の選定

　　提示平均価額による均衡確保

　④　各筆の評点数の付設

　⑤　各筆の評価額の算出

 



２ 農地・山林の評価 

  総務大臣が告示する固定資産評価基準に基づき、売買実例価額に地価動向・精通者価格等を勘案しながら市町村長が評定しま

す。これをもとに総務大臣・都道府県知事が調整を行い、評価の均衡化・適正化が図られています。 
 

　一般農地（田・畑）及び山林の評価方法

　①　状況類似地区の区分

　②　標準田・畑・山林の選定

　基準田・畑、標準田・畑

　基準山林・標準山林 　③　標準田・畑・山林の

　 　適正な時価の評定

　※指定市：総務省による調整

　※指定市以外：県による調整 　④　各筆の評点数の付設

　（県固定資産評価審議会）    補正の適用

　 提示平均価額による均衡確保 　⑤　各筆の評価額の算出

　※指定市：総務省による調整

　※指定市以外：県による調整

　（県固定資産評価審議会）

   比準表等の

　による均衡確保

田・畑・山林

 
 

 


